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は じ め に 

 

 子どもたちは、社会が生き生きとして輝いていく上での宝であり、子ど

もたちを産み、育て、成長させることは、まさに青森県の未来をつくり上

げていくことにほかなりません。 

 こうした思いから、私は、青森県の未来を担う子どもたちが、この青森

で生まれ、希望を持って成長し、その希望をふるさと青森の地で実現する

ための環境づくりを進めていきたいと考えています。 

 我が国の子どもの貧困について、国は、直近の調査で過去最高の貧困率

を記録するなど喫緊の対策が求められる状況にあるとし、平成２６年１月

に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を施行するとともに、同年８

月には、国の基本的な方針として「子供の貧困対策に関する大綱」を策定

しました。 

 子どもの貧困は、世代を超えた連鎖を生み、生まれ育った環境により、

その将来が左右されてしまう場合が少なくないと言われています。こうし

た問題を解決していくためには、様々な分野の関係者の協力の下、総合的

に取り組むことが重要です。 

 このため、青森県の子どもたちが、いわゆる貧困の連鎖によって将来が

閉ざされることのないよう、子どもの貧困対策を総合的に進めていくため

の指針として「青森県子どもの貧困対策推進計画」を策定いたしました。 

 今後、この計画に掲げる「教育の支援」、「生活の支援」、「保護者に

対する就労の支援」、「経済的支援」の４つを基本的方針として、すべて

の子どもたちが夢と希望を持って成長できる青森県の実現に向けて取り

組んでいきます。 

 最後に、計画の策定に当たって、青森県子どもの貧困対策推進計画等検

討委員会の委員の皆様をはじめ、関係各位から貴重な御意見をいただきま

したことに、心から感謝申し上げます。 

 

平成２８年３月 

 

                 青森県知事 三村 申吾 
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第１章 計画策定の趣旨 

 

１ 計画策定の趣旨 

  我が国の子どもの貧困率は、近年上昇傾向にあり、平成 24 年は 16.3％とこれまでの調

査において最も高い数値となっています。なかでも、大人が 1 人の世帯の相対的貧困率

は 54.6％と大人が２人以上いる世帯を大きく上回っています。 

   また、貧困世帯で育った子どもが、医療、学習、進学などの面で不利な状況に置かれ

ることで、その将来も貧困状態から抜け出せないなど、子どもたちの将来が生まれ育っ

た家庭の事情によって左右されてしまう傾向にあることが指摘されています。 

  こうしたことから、国においては、貧困が世代を超えて連鎖することで、子どもたち

の将来が閉ざされてしまうことのないよう、平成 26 年１月に「子どもの貧困対策の推進

に関する法律」（以下「法」という。）を施行しました。 

  さらに、平成 26 年８月には、子どもの貧困対策についての基本的な方針等を定めた「子

供の貧困対策に関する大綱」（以下「大綱」という。）を策定しました。 

  これらを踏まえ、困難な環境にある子どもやその家庭を支援し、すべての子どもたち

が夢と希望を持って成長できる青森県を目指し、本県の貧困対策を総合的に推進するた

めの基本方針となる「青森県子どもの貧困対策推進計画」（以下「計画」という。）を

策定します。 

   

２ 計画の基本方針と期間 

  法では、都道府県が策定する子どもの貧困対策についての計画は、大綱を勘案して定

めるよう努めることとされていることから、大綱に示された「教育の支援」、「生活の

支援」、「保護者に対する就労の支援」、「経済的支援」の４つの重点項目を基本方針

として具体的な施策を体系化します。 

  また、本県における子どもの貧困に関する指標を設定し、関連施策の実施状況の効果

等の検証・評価を行います。 

  計画の期間は、本県の子どもを取り巻く社会環境の変化への対応、大綱の見直しの期

間が概ね５年間となっていることから、平成 28 年度から 32 年度までの５年間を計画期

間とします。 
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３ 計画の位置付け 

  この計画は、法第９条に定める都道府県計画として策定するとともに、母子及び父子

並びに寡婦福祉法第 12 条で定める都道府県が策定する母子家庭等の自立促進計画と一体

的に策定します。 

 

 

 

 

教育の支援 

  青森県に生まれ育つすべての子どもが、家庭の経済状況に左右さ

れることなく、能力や可能性を最大限活かし、それぞれの夢に挑戦

できるための環境整備が必要です。 

  学校を子どもの貧困対策のプラットホームとして位置付け、学習

環境の整備や教育費の負担軽減など総合的な対策を進めます。 

生活の支援 

  貧困状態にある子どもは、貧困に伴う様々な不利益を負うばかり

ではなく、社会的に孤立し必要な支援が受けられないことで、より

困難な状況に置かれています。 

  子どもたちが、安定した生活を送り、心身共に健やかに成長して

いけるよう、様々な困難を有する環境にある子どもについては、子

どもの保護者も含めた生活面の支援が必要です。 

  また、生計の維持と子育てを一人で担うひとり親家庭に対しては、

子育てと仕事を両立させるための支援を始め、相談機能の充実や支

援施策の周知などきめ細かな生活面の支援が必要です。 

保護者に対する就

労の支援 

  保護者が一定の収入を得ることにより、世帯の生活の安定が図ら

れることから、保護者の就労の支援は重要です。 

  さらに、生計の維持という経済的な側面だけではなく、保護者の

働く姿を子どもに示すという教育的視点からも、支援を充実する必

要があります。 

   また、ひとり親家庭では、就職経験が乏しく、十分な技能がない

まま必要に迫られ就職に至るため、不安定な就労形態にある家庭が

多いなど、より高い収入を得られる就業を可能とするための支援が

必要です。 

経済的支援 

  生活保護を始めとする各種手当の給付や貸付制度による経済的支

援は、世帯の生活の下支えとして重要であり、貧困対策の重要な条

件として確保していく必要があります。 

  また、ひとり親家庭が経済的に自立するためには、就業による収

入などだけでは困難な場合があり、より良い就業を可能にするため

の貸付制度の活用、経済的支援についての十分な周知を図る必要が

あります。 
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４ 計画の進行管理 

  計画の着実な推進を図るため、PDCA サイクルによる計画の進捗管理を行います。 

  また、計画期間が終了する前に、計画に定めた施策について評価を行うこととします。 

 

５ 計画推進に向けた連携 

 この計画は、県が子どもの貧困対策を推進する上での基本的な方向性を示すものですが、

計画の推進に当たっては、県だけではなく、国の機関や市町村、企業や NPO などの多様な

主体と連携して取り組んでいく必要があります。 

 子どもの貧困は、貧困世帯だけの問題ではなく、社会全体の損失につながるという考え

方に立って、社会全体で子どもの最善の利益のために取り組んでいくことが重要との認識

の下、国では「子供の未来応援国民運動」を展開し、行政だけではない民間の企業や団体

とも連携した取組を進めています。 

 本県における子どもの貧困対策の推進に当たっても、県は国と協力し市町村と役割を適

切に分担するとともに、県を始めとした行政の総合的な支援と企業や NPO などの民間の主

体による支援が相互に補完しあい、相乗的な効果を生むよう互いに連携しながら施策を推

進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

第２章 子どもの貧困に関する指標 

  計画の着実な推進を図るため、本県における子どもの貧困対策の現状を把握できる以

下の 23 指標を設定し、施策の実施状況や効果等の検証を行っていきます。 

  各指標については、計画に掲げた施策の効果により、その現状値が改善されることを

目指します。 

 

No. 指標 現状値 出典

88.9%

（H25）

4.0%

（H25）

19.5%

（H25）

3.4%

（H25）

66.3%

（H25）

96.7%

（H26）

0.0%

（H26）

11.8%

（H26）

82.4%

（H26）

母子世帯　81.2%
父子世帯　66.6%

（H26）

17人

（H27）

18.9%

（H27）

65.0%

（H27）

68.3%

（H26）

65.9%

（H26）

100.0%

（H26）

母子世帯　100%
父子世帯　100%

こどもみらい課

（H26）

90.7%

（H26）

95.1%

（H26）

47.8%

（H26）

85.5%

（H26）

36.7%

（H26）

46.4%

（H26）

青森県ひとり親家庭等実態調査

青森県ひとり親家庭等実態調査

厚生労働省社会・援護局保護課調
べ

厚生労働省社会・援護局保護課調
べ

厚生労働省社会・援護局保護課調
べ

厚生労働省社会・援護局保護課調
べ

厚生労働省社会・援護局保護課調
べ

厚生労働省雇用均等・児童家庭局
家庭福祉課調べ

厚生労働省雇用均等・児童家庭局
家庭福祉課調べ

厚生労働省雇用均等・児童家庭局
家庭福祉課調べ

厚生労働省雇用均等・児童家庭局
家庭福祉課調べ

青森県ひとり親家庭等実態調査

教育庁学校教育課

教育庁学校教育課

青森県ひとり親家庭等実態調査

文部科学省就学援助実施状況調査

1 生活保護世帯に属する子供の高等学校等進学率

2

3

生活保護世帯に属する子供の高等学校等中退率

生活保護世帯に属する子供の大学等進学率

4

5

6

7

8

9

10

教育庁学校教育課

11

12

13

児童養護施設の子供の就職率（高等学校卒業後）

ひとり親家庭の子供の就園率（保育所・幼稚園）

スクールソーシャルワーカーの配置人数

スクールカウンセラーの配置率（小学校）

スクールカウンセラーの配置率（中学校）

16

15

14

青森県母子家庭等就業・自立支援センター事業周知度（母子家庭・父子家庭）

17

18

19

20

21 雇用者であるひとり親家庭の親のうち正社員の割合（父子家庭）

母子父子寡婦福祉資金周知度（母子家庭・父子家庭）22

23

(公財）青森県育英奨学会奨学金の貸与基準を満たす希望者のうち、奨学金の貸
与を認められた者の割合

母子父子寡婦福祉資金修学資金貸与基準を満たす希望者のうち、資金貸与を認め
られた者の割合

就学援助制度に関する周知状況
 ・毎年度の進級時に学校で就学援助制度の書類を配付している市町村の割合

雇用者であるひとり親家庭の親のうち正社員の割合（母子家庭） 青森県ひとり親家庭等実態調査

青森県ひとり親家庭等実態調査

生活保護世帯に属する子供の就職率（中学校卒業後）

生活保護世帯に属する子供の就職率（高等学校卒業後）

児童養護施設の子供の進学率（中学校卒業後）

児童養護施設の子供の就職率（中学校卒業後）

児童養護施設の子供の進学率（高等学校卒業後）

青森県育英奨学会

青森県ひとり親家庭等実態調査

就学援助制度に関する周知状況
 ・入学時に学校で就学援助制度の書類を配付している市町村の割合

文部科学省就学援助実施状況調査

ひとり親家庭の親の就業率（母子家庭）

ひとり親家庭の親の就業率（父子家庭）
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第３章 計画の推進のために取り組む施策 

 

施策体系 

 

(1) 学校教育による学力保障

(2) 学校を窓口とした福祉関連機関等との連携

(3) 地域による学習支援

(4) 高等学校等における就学継続のための支援

(1) 義務教育段階の就学支援の充実

(2) 高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減

(3) 特別支援教育に関する支援の充実

(1) 高等教育の機会を保障するような奨学金制度等の経済的支援の充実

(2) 国公私立大学生・専門学校生等に対する経済的支援

5　生活困窮世帯等への学習支援

(1) 子どもの食事・栄養状態の確保

(2) 多様な体験活動の機会の提供

(3) 子育てや修学等に関する相談体制の充実

(1) 保護者の自立支援

(2) 保育等の確保

(3) 保護者の健康確保

(4) 母子生活支援施設等の活用

(1) 児童養護施設等の退所児童等の支援

(2) 食育の推進に関する支援

(3) ひとり親家庭や生活困窮世帯の子どもの居場所づくりに関する支援

(1) ひとり親家庭の子どもや児童養護施設等の退所児童等に対する就労支援

(2) 親の支援のない子ども等への就労支援

(3) 定時制高校に通学する子どもの就労支援

(4) 高校中退者等への就労支援

4　関係機関が連携した包括的な支援体制の整備 (1) 関係機関の連携

(1) 社会的養護施設の体制整備、児童相談所の相談機能強化

(2) 相談職員の資質向上

6　その他の生活支援 (1) 妊娠期からの切れ目ない支援等

(2) 住宅支援

(1) 親の就労支援

(2) 親の学び直しの支援

(3) 就労機会の確保

(4) 保育等の確保

(1) 児童扶養手当に関する情報提供及び給付

(2) 児童扶養手当窓口における相談等による自立支援

(3) 母子父子寡婦福祉資金に関する情報提供及び貸付

(4) 教育扶助

(5) 生活保護世帯の子どもの進学時の支援

(6) 養育費の確保に関する支援

Ⅰ　教育の支援

Ⅱ　生活の支援

Ⅳ　経済的支援

Ⅲ　保護者に対す
　　る就労の支援

1　学校をプラットホームとした総合的な支援

2　貧困の連鎖を防ぐための幼児教育の負担の
　　軽減と質の向上

3　就学支援の充実

4　大学等進学に対する教育機会の提供

6　その他の教育支援

1　保護者の生活支援

2　子どもの生活支援

3　子どもの就労支援

5　支援する人員の確保等
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＜Ⅰ教育の支援＞ 

 
１ 学校をプラットホームとした総合的な支援 

(1) 学校教育による学力保障 

  ア 少人数の習熟度別指導、放課後補習などを行うため、教職員等の指導体制の充実

を図り、きめ細かな指導を推進します。 

  イ 現職教員を中心に、子どもに自己肯定感を持たせ、子どもの貧困問題に関する理

解を深めるため、研修における関連講習、校内研修等を促進します。 

(2) 学校を窓口とした福祉関係機関等との連携 

  ア 教育事務所及び県立学校へのスクールソーシャルワーカーの効果的な配置を図り

ます。 

    イ 市町村における小中学校へのスクールソーシャルワーカーの導入のため、情報提

供や助言など必要な支援をします。 

  ウ 私立高等学校におけるスクールソーシャルワーカーの活用の取組を支援します。 

  エ スクールソーシャルワーカーと生活保護ケースワーカー、医療機関、児童相談所、

市町村要保護児童対策地域協議会などとの連携強化を図ります。 

  オ 市町村におけるスクールカウンセラーの配置を支援します。 

    カ スクールソーシャルワーカー等と連携し、家庭教育支援チーム等による相談対応

や、訪問型家庭教育支援等を行う市町村や団体に対して、情報提供や助言など必要

な支援をします。 

(3) 地域による学習支援 

  ア 市町村における放課後子ども教室、学校支援地域本部、土曜日の教育活動等の取

組を支援します。 

  イ 今後の国の制度を踏まえ、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）に適

切に対応します。 

(4) 高等学校等における就学継続のための支援 

  ア 学習等に課題を抱える高校生の学力向上、進路支援等のための取組を推進します。 

  イ 高等学校等を中途退学した者等について、学校とハローワーク等の関係機関が連

携し、就労支援や復学・就学のための情報提供の充実を図ります。 

  ウ 高等学校等を中途退学した者が再び高等学校等で学び直す場合、高等学校等就学

支援金の支給期間経過後も卒業までの間（最長２年間）、継続して高等学校等就学

支援金相当額を支給します。 

  エ 各学校段階を通じた体系的キャリア教育の充実を図ります。 

２ 貧困の連鎖を防ぐための幼児教育の負担の軽減と質の向上 

  ア 今後の国の制度を踏まえ、幼児教育の無償化等に関する適切な情報提供に努めま

す。  

  イ 幼稚園・保育所・認定こども園等における利用者負担の軽減に努めます。  

  ウ 幼稚園教諭・保育士等による専門性を生かした子育て支援の取組を推進します。  

  エ 家庭教育支援チーム等による学習機会の提供や情報提供、相談対応、地域の居場

所づくり、訪問型家庭教育支援等を行う市町村や団体に対し、情報提供や助言など
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必要な支援をします。  

 

３ 就学支援の充実 

(1) 義務教育段階の就学支援の充実 

  ア 経済的な理由によって就学が困難な生徒の保護者に対し必要な援助を行うよう市

町村に働きかけるとともに、県立学校において就学援助を実施します。 

  イ 子どもの貧困問題に対する教職員の理解推進のための研修を促進します。 

    ウ 家庭における学習支援を推進します。 

  エ 市町村における小中学校へのスクールソーシャルワーカーの導入のため、情報提

供や助言など必要な支援をします。（再掲：I-1-(2)イ） 

(2) 高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減 

  ア 低所得世帯の生徒の保護者等に対して、奨学のための給付金を給付するほか、す

べての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう対象となる生徒に高等学校等

就学支援金を支給します。 

  イ 生活福祉資金の教育支援資金や母子父子寡婦福祉資金の修学資金等の貸付を行い

ます。 

  ウ 県立高等学校の授業料等の減免により、生徒の修学を支援します。 

  エ 私立高等学校等が行う授業料減免等への補助を行います。 

  オ （公財）青森県育英奨学会による奨学金貸与事業の適切な運用を図ります。 

(3) 特別支援教育に関する支援の充実 

   障害のある児童生徒等の保護者に対して特別支援教育就学奨励費を支給します。  

 

４ 大学等進学に対する教育機会の提供 

(1) 高等教育の機会を保障するような奨学金制度等の経済的支援の充実  

  ア （公財）青森県育英奨学会による奨学金貸与事業の適切な運用を図ります。（再掲：

I-3-(2)オ）  

  イ 生活福祉資金の教育支援資金や母子父子寡婦福祉資金の修学資金等の貸付を行い

ます。（再掲：I-3-(2)イ）  

  ウ 児童養護施設等（※）に入所している子ども等の大学等への進学を促進します。  

   ※ 児童養護施設等に含まれる施設：児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児

童自立支援施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、小規模住居型児童養育事業（ファ

ミリーホーム）、里親  

  エ 医師修学資金、看護師等修学資金、介護福祉士等修学資金、保育士修学資金等の

貸付により修学を支援します。  

(2) 国公私立大学生・専門学校生等に対する経済的支援  

    青森県立保健大学や青森県営農大学校の授業料減免により、学生の修学を支援し

ます。  

   

５ 生活困窮世帯等への学習支援 

ア 生活困窮者世帯の子ども及び児童養護施設等に入所している子ども等に対する学

習支援を推進します。  
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イ 市町村が実施するひとり親家庭の子どもに対する学習支援のための事業を支援し

ます。  

ウ 市町村における放課後子ども教室、学校支援地域本部、土曜日の教育活動等の取組

を支援します。（再掲Ⅰ-１-(3)ア） 

エ 生活困窮者世帯の子どもが安心して就職や進学できるようにするため、スクールカ

ウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門家による教育相談体制の整備充

実を図ります。 

 

６ その他の教育支援 

(1) 子どもの食事・栄養状態の確保 

  ア 生活保護制度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助を実施しま

す。 

  イ 学校給食の普及・充実及び食育の推進を図ります。 

(2) 多様な体験活動の機会の提供 

   児童養護施設等の子どもを対象に自己肯定感の向上、生活習慣の改善等につながる

多様な体験活動の場を提供します。 

(3) 子育てや修学等に関する相談体制の充実 

   ひとり親家庭に対し、福祉事務所において母子・父子自立支援員による相談対応の

充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

＜Ⅱ生活の支援＞ 

 
１ 保護者の生活支援 

(1) 保護者の自立支援 

  ア 生活困窮者に対し、自立支援のための包括的な支援を行います。 

  イ 家計に課題のある生活困窮者に対する家計相談支援に努めます。 

  ウ ひとり親家庭に対し福祉事務所において母子・父子自立支援員が相談に応じ、自

立に必要な情報提供、職業能力の向上及び求職活動に対する支援を行います。 

  エ ひとり親家庭等に対し支援施策に関する広報、情報提供を行います。 

  オ 家事援助、保育等のサービスが必要となったひとり親家庭等に対し、家庭生活支

援員を派遣します。  

  カ 生活習慣や生活意欲、価値意識に課題を抱えるひとり親家庭の地域生活を支援し

ます。  

(2) 保育等の確保  

  ア 市町村が実施する次の事業等を支援します。  

   ・ひとり親家庭の子どもが保育所等を優先的に利用できるような取扱い  

   ・延長保育や休日保育、夜間保育、病児保育、一時預かり等多様な保育サービスや

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）等の実施  

  イ 「放課後子ども総合プラン」に基づき、市町村における一体型を中心とした放課

後児童クラブと放課後子ども教室の計画的な整備を推進するとともに、放課後児童

クラブをひとり親家庭の子どもが優先的に利用できるような取組を支援します。  

（3) 保護者の健康確保  

  ア ひとり親家庭の親及び子どもの健康保持のため、医療費の助成を継続します。  

  イ 生活習慣や生活意欲、価値意識に課題を抱えるひとり親家庭の地域生活を支援し

ます。（再掲：Ⅱ-１-（1）カ） 

  ウ 市町村における乳児家庭全戸訪問及び養育支援訪問の実施により、子育てに関す

る不安や負担の軽減を図るため、情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状

態及び養育環境の把握、養育についての相談、助言等について支援します。  

  エ 乳児家庭全戸訪問等により、保護者の養育を支援することが特に必要と認められ

る子どもや、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認

められる妊婦等に対し、保護者が身体的にも精神的にも安定した生活を送り、その

養育が適切に行われるよう、市町村における養育に関する相談、指導、助言等の取

組を支援します。  

（4) 母子生活支援施設等の活用   

        生活習慣や生活意欲、価値意識に課題を抱えるひとり親家庭の地域生活を支援し

ます。（再掲Ⅱ-１-（1）カ） 

 

２ 子どもの生活支援 

(1) 児童養護施設等の退所児童等の支援 

  ア 児童養護施設等において、退所した子どもの相談その他の自立のための援助を行
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い、アフターケアの推進を図ります。その際、児童自立生活援助事業者、児童相談

所、児童家庭支援センター、ハローワーク等の関係機関と連携して援助等を行いま

す。 

  イ 児童養護施設等を退所する子どもが地域生活を送るために必要な支援体制を整備

するとともに、自立生活能力がないまま施設を退所することにならないよう、18 歳

以降の措置延長を積極的に活用します。 

  ウ 児童養護施設等に入所中又は退所した子どもに対し、就職やアパート等の賃借に

際し身元保証人を確保する取組を行います。 

(2) 食育の推進に関する支援 

  ア 乳幼児健康診査等における栄養指導等の機会を活用した市町村における食育の推

進を支援します。 

  イ 児童福祉施設において、子どもの発育・発達状態・健康状態・栄養状態・生活状

況などを把握し、子どもに必要な栄養量が確保できるよう、食事の提供や栄養管理

について必要な指導等を行います。  

  ウ 家庭や地域、福祉、教育分野と連携し、保育所等における食育の推進を支援しま

す。 

  エ 子どもが心身ともに健康的な生活を送ることができるよう、食に関するさまざま

な知識や、食について考える習慣などを身につける活動を進めます。 

（3) ひとり親家庭や生活困窮世帯の子どもの居場所づくりに関する支援 

  ア 生活困窮世帯の子どもを対象に、居場所づくりを含む学習支援事業に取り組みま

す。  

  イ 市町村が実施する以下の事業等を支援します。（再掲Ⅱ-1-(2)ア） 

   ・ひとり親家庭の子どもが保育所等を優先的に利用できるような取扱い  

   ・延長保育や休日保育、夜間保育、病児保育、一時預かり等多様な保育サービスや

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）等の実施  

  ウ 「放課後子ども総合プラン」に基づき、市町村における一体型を中心とした放課

後児童クラブと放課後子ども教室の計画的な整備を推進するとともに、放課後児童

クラブをひとり親家庭の子どもが優先的に利用できるような取組を支援します。（再

掲Ⅱ-1-(2)イ）  

 

３ 子どもの就労支援 

(1) ひとり親家庭の子どもや児童養護施設等の退所児童等に対する就労支援 

  ア ひとり親家庭等就業・生活支援事業によりひとり親家庭の子どもの就労を支援し

ます。  

  イ 児童養護施設等において、退所した子どもの相談その他の自立のための援助を行

い、アフターケアの推進を図ります。その際、児童自立生活援助事業者、児童相談

所、児童家庭支援センター、ハローワーク等の関係機関と連携して援助等を行いま

す。（再掲：Ⅱ-2-(1)ア） 

    ウ ひとり親家庭の子ども等に対し、資格取得や学び直しの視点も踏まえた就業支援

を実施します。  
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(2) 親の支援のない子ども等への就労支援 

  ア ジョブカフェあおもりとハローワーク等が連携し、若年者の正規雇用に向けた就

職支援を行います。 

  イ 児童養護施設等において、退所を控えた子どもに対し、講習会・職場体験実習・

職場訪問見学等、生活技能等を習得するための支援や自動車運転免許取得に係る費

用又は大学等への進学準備に要する費用の助成を行います。 

(3) 定時制高校に通学する子どもの就労支援 

    学校、ジョブカフェあおもり、ハローワーク等が連携し、就職を希望する定時制高

校に通う生徒に対し、個々の状況に応じた支援を行います。 

(4) 高校中退者等への就労支援 

    ジョブカフェあおもり、ハローワーク、地域若者サポートステーションと学校等が

連携し、就職を希望する高校中退者等に対して個々の状況に応じた支援を行います。 

   

４ 関係機関が連携した包括的な支援体制の整備 

(1) 関係機関の連携 

  ア 自立相談支援機関と児童福祉関係者、母子保健関係者、労働関係者及び教育委員

会等が連携して、進学や就労による自立を目指す生活困窮世帯の子どもたちを支援

します。  

  イ 若年無業者（ニート）、ひきこもり、発達障害、不登校などの困難を有する子ど

も・若者やその家族への支援のため、関係機関による連携、民間支援団体の育成等

により地域に根ざした支援体制の充実を図ります。 

 

５ 支援する人員の確保等 

(1) 社会的養護施設の体制整備、児童相談所の相談機能強化 

  ア 里親及び小規模住居型児童養育事業の拡充と児童養護施設等の小規模化、地域分

散化を進めます。 

  イ 児童養護施設等への家庭支援専門相談員及び里親支援専門相談員の配置を促進し

ます。また、職員の専門性向上のための研修を実施します。 

  ウ 児童相談所における「里親委託優先の原則」を徹底します。 

  エ 児童相談所職員等の専門性強化のための研修を実施します。 

(2) 相談職員の資質向上 

  ア 母子・父子自立支援員、生活保護ケースワーカー、就労支援員及び生活困窮者自

立支援制度における相談員に対する研修を実施するほか、他の機関が行う研修会等

への参加を支援し職員の資質の向上を図ります。   

  イ 児童思春期における心の問題に対応できる専門家（医師、看護師、精神保健福祉

士等）を養成するための研修を実施し相談対応の充実を図ります。 

 

６ その他の生活支援 

(1) 妊娠期からの切れ目ない支援等 

  ア 市町村における妊産婦等のニーズに応じて妊娠期から子育て期にかけて切れ目の
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ない支援を行える体制づくりを支援します。 

  イ 市町村における乳児家庭全戸訪問及び養育支援訪問の実施により、子育てに関す

る不安や負担の軽減を図るため、情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状

態及び養育環境の把握、養育についての相談、助言等について支援します。（再掲：

Ⅱ-1-(3)ウ） 

  ウ 乳児家庭全戸訪問等により、保護者の養育を支援することが特に必要と認められ

る子どもや、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認

められる妊婦等に対し、保護者が身体的にも精神的にも安定した生活を送り、その

養育が適切に行われるよう、市町村における養育に関する相談、指導、助言等の取

組を支援します。（再掲：Ⅱ-1-(3)エ） 

(2) 住宅支援 

  ア ひとり親世帯及び多子世帯について、県営住宅への優先入居を行います。 

  イ 青森県居住支援協議会が行う子育て世帯等の入居受け入れに関する民間賃貸住宅

の情報提供及び住居に関する相談等の取組を推進します。 

  ウ 母子父子寡婦福祉資金の住宅資金や転宅資金の貸付を通じてひとり親家庭等への

住宅支援を推進します。 

  エ 生活困窮者自立支援法に基づき、離職等により住居を喪失又はそのおそれのある

者に住居確保給付金を支給します。  
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＜Ⅲ保護者に対する就労の支援＞ 
 

(1) 親の就労支援 

  ア 児童扶養手当受給者等の個々の家庭の実情に応じた自立支援プログラムを策定し、

きめ細かな支援を行います。 

  イ ひとり親家庭の親等の就業相談に応じ適切な助言や支援を行うとともに、地域の

企業等に対し求人開拓を行うなどの就業促進活動を実施します。 

  ウ ひとり親家庭の親等の能力開発に資するセミナーや就業支援講習会を開催します。 

  エ ひとり親家庭の親等の希望する雇用条件を登録し、希望に応じた求人情報を提供

する就業支援バンクを設置し、就業情報を提供します。 

  オ ひとり親家庭の親等に対し、経済的自立に効果的な資格取得に向けた就業の支援

を行います。 

  カ ひとり親家庭の親等の技能習得の支援とその間の生活保障のため、母子父子寡婦

福祉資金の技能習得資金及び生活資金の貸付を行います。 

  キ 職業訓練や国の各種雇用関係助成金（トライアル雇用奨励金等）等の活用による

就業支援を行います。 

  ク 生活困窮者や生活保護受給者に対する就労支援員による支援、ハローワークと福

祉事務所等のチーム支援、就労の準備段階の者への支援を行います。また、生活保

護受給者に対し就労活動促進費や就労自立給付金を支給します。  

 

(2) 親の学び直しの支援 

  ア 自立支援教育訓練給付金事業の活用等により、ひとり親家庭の親の学び直しの視

点も踏まえた就業支援を実施します。 

  イ 生活保護受給中のひとり親家庭の親が高等学校等に就学する場合に、一定の要件

の下、高等学校等就学費を支給します。 

 

(3) 就労機会の確保 

  ア ひとり親家庭の親に対し、個々のニーズに適合した在宅就業などの多様な働き方

を支援します。 

  イ 地域の企業等に対してひとり親家庭の親等の雇用について理解を深めてもらうた

めの啓発活動や就業の促進に向けた協力要請を推進します。 

  ウ 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の規定を踏まえ、

国の施策に準じ、予算の適正な使用に留意し、母子父子福祉団体等からの物品及び

役務の優先調達に努めます。 

 

(4) 保育等の確保（再掲：Ⅱ-1-(2)） 

  ア 市町村が実施する次の事業等を支援します。  

   ・ひとり親家庭の子どもが保育所等を優先的に利用できるような取扱い  

   ・延長保育や休日保育、夜間保育、病児保育、一時預かり等多様な保育サービスや

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）等の実施  
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  イ 「放課後子ども総合プラン」に基づき、市町村における一体型を中心とした放課

後児童クラブと放課後子ども教室の計画的な整備を推進するとともに、放課後児童

クラブをひとり親家庭の子どもが優先的に利用できるような取組を支援します。 

 

 

＜Ⅳ経済的支援＞ 

 
(1) 児童扶養手当に関する情報提供及び給付 

   ひとり親家庭の親に対して、積極的に児童扶養手当制度に関する情報提供を行うほ

か、プライバシーの保護に配慮した適正な給付事務を実施します。  

 

(2) 児童扶養手当窓口における相談等による自立支援  

   児童扶養手当窓口において、母子・父子自立支援員等による就業等に関する相談や

情報提供を積極的に推進し、ひとり親家庭の親に対する適切な自立支援を実施します。 

 

(3) 母子父子寡婦福祉資金に関する情報提供及び貸付  

   ひとり親家庭等に対して、積極的に母子父子寡婦福祉資金制度に関する情報提供を

行うほか、プライバシーの保護に配慮した適正な貸付事務を実施します。  

 

(4) 教育扶助  

   生活保護における教育扶助については、義務教育に伴う必要な費用について、学校

の長に対して直接支払う仕組みを活用し、目的とする費用に直接充てられるよう適切

に実施します。  

 

(5) 生活保護世帯の子どもの進学時の支援  

  ア 生活保護世帯の子どもが高等学校等に進学する際には、入学料、入学考査料等を

支給します。 

  イ 生活保護世帯の高校生の就労収入のうち、本人の高校卒業後の大学等進学費用に

かかる経費、学習塾に要する経費に充てられる場合については、収入として認定し

ないよう適切に実施します。  

 

(6) 養育費の確保に関する支援  

  ア 養育費の支払いや取り決めに関する広報・啓発活動を推進します。  

  イ 弁護士による離婚前も含めた法律相談を実施します。  

  ウ 相談体制を充実させるために、母子・父子自立支援員等に対し、養育費の取得手

続き等養育費に関する事項や関係機関や民間団体等との連携に関する研修を実施し

ます。     

 



 

 

 

 

 

 

 

＜資 料 編＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



○　青森県子どもの貧困対策推進計画関連事業一覧

＜Ⅰ　教育の支援＞
1　学校をプラットホームとした総合的な支援

(1)学校教育による学力保障

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

あおもりっ子育みプラン21 県

きめ細かな学習指導や生徒指導を行うため、市町村立小中
学校において少人数学級編制等を実施する。
・小学校1～4年生については、学年2学級以上で33人の少人
数学級編制を実施し、学年1学級34人以上の学級は、学級を
分割せず非常勤講師を配置する。
・中学校1年生については、学年2学級以上で33人の少人数
学級編制を実施する。
・小学校の複式学級については、1年生又は2年生を含む人
数の多い学級に非常勤講師を配置する。

対象校にお
ける配置率

100%
(H27)

100% 教職員課

(2)学校を窓口とした福祉関連機関等との連携

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

スクールソーシャルワー
カー配置事業

県

問題を抱える児童生徒が置かれた環境の改善を図るため、教
育事務所・県立学校にスクールソーシャルワーカーを配置し、
学校と関係機関等とのネットワーク、学校内のチーム体制を構
築する。

配置人数
17人
(H27)

21人
（H28）

学校教育
課

特色教育支援経費補助
（教育相談体制の整備）

県

私立中学校・高等学校における教育相談体制を整備するた
めスクールソーシャルワーカーを配置する事業など、学校法
人が行う特色ある教育に関する事業に要する経費について県
が補助する。

－ － －
総務学事
課

スクールカウンセラー配置
事業

県

学校における教育相談体制の充実や教員の資質向上を図る
ため、公立小中学校等にスクールカウンセラーを配置し、いじ
めや不登校等児童生徒の問題行動等の防止・解決に向けた
支援を行う。

配置率
（小）18.9%
（中）65.0%
(H27)

（小）
20.8％
（中）
77.4％
（H28）

学校教育
課

(3)地域による学習支援

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

放課後子ども教室推進事
業

市町村

就労による留守家庭等の子どもだけではなく、すべての子ども
を対象として、放課後や土曜日等に学習支援や多様なプログ
ラムを実施する。

実施箇所数
（中核市除
く。）

86教室
(H27)

92教室
（H31）

生涯学習
課

地域で学校を支える仕組
みづくり推進事業

県・
市町
村

学校に求められる役割が増大する中で、地域で学校を支える
仕組みづくりを推進するため、新たな学校支援活動を展開す
る市町村への支援等を行う。

実施箇所数
（中核市除
く。）

－ －
生涯学習
課

地域の豊かな社会資源を
活用した土曜学習推進事
業

市町村

就労による留守家庭等の子どもだけではなく、すべての子ども
を対象として、土曜日等に体系的なプログラムによる学習活動
支援を行う。

実施箇所数
（中核市除
く。）

9か所
(H27)

－
生涯学習
課

コミュニティ・スクール（学校
運営協議会制度）

県・
市町
村

学校運営協議会を設置している学校で、任命された保護者や
地域住民が一定の権限を持って学校運営に参画する「地域と
ともにある学校」の仕組み。 － － － 教職員課

(4)高等学校等における就学継続のための支援

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

進学力を高める高校支援
事業

県

県立高等学校の生徒の大学進学志望を達成し、大学進学率
の向上を図るため、各学校における生徒の進学力向上、教員
の指導力向上、保護者の意識啓発を図る取組を支援する。

大学等進学
率

44%
(H26)

53.8％
（H31）

学校教育
課

青森県立高等学校学び直
し支援金
青森県市町村立高等学校
学び直し支援金

県

県立高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図
り、もって教育の機会均等に寄与するため、高等学校等を退
学した後、再び県立高等学校等に入学し学び直しをする生徒
に対して、学び直し支援金を支給する。

支援金を支
給した生徒
の数

8人
(H26)

－
学校施設
課
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事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

私立高等学校等学び直し
への支援金

県

私立高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図
り、もって教育の機会均等に寄与するため、高等学校等を退
学した後、再び私立高等学校等に入学し学び直しをする生徒
等に対して学び直しへの支援金を支給する。

支援金を支
給した生徒
等の数

－ －
総務学事
課

地域産業と学校の連携に
よる地域人財育成事業

県

若年層の県内定着・回帰のために、教員及び児童生徒、保護
者の地域産業への理解を深め、郷土に愛着と誇りを持ち、積
極的に地域に関わろうとする人財を育てるものである。そのた
め各地区連携会議、各地区見本市、フォーラムの開催を行
う。

郷土に愛着と
誇りを持ち、積
極的に地域に
関わろうとする
人財の育成

－ －
生涯学習
課

2　貧困の連鎖を防ぐための幼児教育の負担の軽減と質の向上

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

私立学校経常費補助 県

私立学校の教育条件の維持及び向上並びに私立学校に在
学する幼児又は生徒に係る修学上の経済的負担の軽減を図
るとともに私立学校の経営の健全性を高めるため、私立学校
を設置する学校法人に対して人件費を含む学校の経常的経
費について県が補助する。

補助金を交
付した学校
法人の数

82法人
(H26)

－
総務学事
課

保育料軽減事業費補助金
市町
村

保護者等が現に扶養している第３子以降の３歳未満児に係る
保育料を軽減する。

補助金の対
象となった
児童数

2,6２3人
(H26)

－
こどもみら
い課

多子世帯・ひとり親世帯の
保育料負担軽減

県・
市町
村

年収約360万円未満相当世帯の多子計算に係る年齢制限を
撤廃し、第2子半額、第3子以降無償化を実施する。
年収約360万円未満相当のひとり親世帯の優遇措置を拡充
し、第1子を半額、第2子以降無償化を実施する。

－ － －
こどもみら
い課

幼稚園就園奨励費補助
市町
村

家庭の所得状況に応じた保護者の経済的負担の軽減と、公・
私立幼稚園間の保護者負担の格差是正を目的に、幼稚園の
入園料及び保育料を軽減する。 － － －

学校教育
課

特色教育支援経費補助
（幼稚園の子育て支援活
動の推進）

県

私立幼稚園の施設又はその教育機能を広く開放する取組な
ど、学校法人が行う特色ある教育に関する事業に要する経費
について県が補助する。

補助金の対
象となった
私立幼稚園
数

86園
(H26)

－
総務学事
課

幼稚園教諭・保育士等によ
る専門性を生かした子育て
支援

市町村

子育て家庭の個別ニーズを把握し、教育・保育施設及び地域
子育て支援事業等の利用に当たっての情報集約・提供、相
談、利用支援・援助を行う。

－ － －
こどもみら
い課

家庭教育支援推進事業 県

今日的な課題に対応する学習プログラムの作成や当該プログ
ラムの進行役（家庭教育アドバイザー）の養成・派遣を行う。

あおもり家庭
教育アドバイ
ザー登録者
数

82人
(H27)

100人
（H29）

生涯学習
課

絆でつながる家庭教育支
援セミナー

県

地域に密着した家庭教育支援者を育成する。
日常的・継続
的に家庭教
育支援ができ
る人財の育成

27人
(H27)

30人
（H28）

生涯学習
課（総合
社会教育
センター）

3　就学支援の充実

(1)義務教育段階の就学支援の充実

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

就学援助
市町
村

経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、必
要な援助を行う。 － － －

学校教育
課、スポー
ツ健康課

就学援助（医療費） 県
経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し必
要な援助を行う。 支給人員

6人
(H26)

－
スポーツ
健康課

就学援助（学校給食費） 県
経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し必
要な援助を行う。 支給人員

13人
(H26)

－
スポーツ
健康課

こどもサポートゼミ開催事
業

県

貧困の連鎖を解消するため、学習塾の費用を捻出することが
困難な生活困窮世帯及びひとり親世帯の児童等に対する学
習講習会を開催し、学習機会を確保する。

参加児童・
生徒数

88人
(H27)

128人
（H28）

健康福祉政
策課・こども
みらい課

スクールソーシャルワー
カー配置事業【再掲】

県

問題を抱える児童生徒が置かれた環境の改善を図るため、教
育事務所・県立学校にスクールソーシャルワーカーを配置し、
学校と関係機関等とのネットワーク、学校内のチーム体制を構
築する。

（再掲）
学校教育
課
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(2)高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

私立高等学校等就学支援
金

県

私立高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図
るため、私立高等学校等に在学する生徒等に対して授業料
に充てる高等学校等就学支援金を支給する。

支援金を支
給した生徒
等の数

9,735人
(H26)

－
総務学事
課

高等学校等就学支援金制
度（公立）

県

高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図るた
め、当該公立高等学校に在学する生徒に対し、授業料に充
てる高等学校等就学支援金を支給する。

支援金を支
給した生徒
の数

8,569人
(H26)

－
学校施設
課

国公立高校生等奨学のた
めの給付金

県

全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、授
業料以外の教育費負担を軽減するため、当該国公立高校生
等がいる世帯の保護者等に対し、奨学のための給付金を給
付する。

給付金を給
付した保護
者等の数

1,946人
(H26)

－
学校施設
課

私立高校生等奨学のため
の給付金

県

私立の高等学校等に在学する高校生等の保護者等の授業
料以外の教育に必要な経費の負担軽減を図り、もって全ての
意志ある高校生等が安心して教育を受けられるようにするた
め、当該高校生等の保護者等に対して奨学のための給付金
を給付する。

給付金を給
付した保護
者等の数

809人
(H26)

－
総務学事
課

生活福祉資金(教育支援資
金）

青森県
社会福
祉協議
会

低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校
に就学（入学）するために必要な経費を貸し付ける。 貸付額

（送金額）

98,746
千円
(H26)

－
健康福祉
政策課

母子父子寡婦福祉資金貸
付

県

母子家庭及び父子家庭の児童又は寡婦世帯の２０歳以上の
子の修学を支援するため、それらの児童等が就学する場合、
母子父子寡婦福祉資金貸付金の就学支度資金及び修学資
金を無利子で貸し付ける。

就学支度資
金及び修学
資金貸付件

数

589件
(H26)

－
こどもみら
い課

青森県立高等学校授業料
及び受講料の免除

県

県立高等学校の生徒又は保護者が、火災・水害など不慮の
災害により、授業料等の納付が著しく困難と認められる場合等
に授業料及び受講料を免除する。

授業料等を
免除した生
徒の数

26人
(H26)

－
学校施設
課

私立高等学校等就学支援
費補助

県

私立の高等学校等における教育の振興と保護者等の授業料
等の負担の軽減を図るため、私立の高等学校等の設置者が
行う授業料等の軽減事業に要する経費について県が補助す
る。

補助金の対
象となった
生徒の数

4,456人
(H26)

－
総務学事
課

青森県育英奨学金（高校
奨学金）

(公財)青
森県育
英奨学
会

青森県の子弟のうち、学業、人物が優れているにもかかわら
ず経済的理由により修学困難な生徒に対して学資を貸与す
る。

貸与者数
1,477人
(H26)

－ 教職員課

特別支援教育就学奨励費
補助

県、
市町村

障害のある児童生徒等の保護者に対して特別支援教育就学
奨励費を支給する。 － － －

学校教育
課

4　大学等進学に対する教育機会の提供

(1)高等教育の機会を保障するような奨学金制度等の経済的支援の充実

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

青森県育英奨学金　（大学
奨学金）

(公財)青
森県育
英奨学
会

青森県の子弟のうち、学業、人物が優れているにもかかわら
ず経済的理由により修学困難な者に対して学資を貸与する。 貸与者数

308人
(H26)

－ 教職員課

生活福祉資金(教育支援資
金）【再掲】

青森県社
会福祉協
議会

低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校
に就学（入学）するために必要な経費を貸し付ける。 （再掲）

健康福祉
政策課

母子父子寡婦福祉資金貸
付【再掲】

県

母子家庭及び父子家庭の児童又は寡婦世帯の２０歳以上の
子の修学を支援するため、それらの児童等が就学する場合、
母子父子寡婦福祉資金貸付金の就学支度資金及び修学資
金を無利子で貸し付ける。

（再掲）
こどもみら
い課

児童福祉施設入所児童等
自立能力強化事業

県

児童養護施設入所児童の社会自立が一層図られるよう、当該
入所児童が普通自動車運転免許を取得するための経費及び
大学等に進学する際に要する経費を補助し、入所児童の自
立能力の強化を図る。

利用児童数
16人
(H26)

－
こどもみら
い課

家庭福祉対策教育支援貸
付事業費補助

県

学ぶ意欲と能力のある子どもの教育機会の確保と貧困の連鎖
解消を図るため、一定の要件を満たす生徒に対し、大学入学
時に必要となる入学金等の一時的経費を支援する。 貸付人数 － 100人

こどもみら
い課

児童養護施設退所者等自
立支援資金貸付事業

県

児童養護施設等を退所する者の社会自立が図られるよう、就
職者及び大学等進学者に対して、家賃相当額及び生活費の
貸付を行う。 貸付人数 －

就職者24
人

大学等進
学者2人
（H30）

こどもみら
い課
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事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

青森県医師修学資金 県
主に本県出身の弘前大学医学部入学生を対象に、修学資金
の貸与により、医学部進学を支援する。 新規貸与件数

27件
(H27)

30件
(H31)

医療薬務
課

青森県看護師等修学資金 県

県内の中小規模の病院や診療所等（以下「特定施設等」とい
う。)に勤務する看護職員（保健師、助産師、看護師及び准看
護師）の確保を図るため、県内の看護師等養成施設の在学生
で、将来特定施設等に勤務しようとする者に対し、修学に必要
な資金を貸与する。

新規貸与件数
22件
(H27)

25件
医療薬務
課

介護福祉士修学資金等貸
付事業

県

①介護福祉士又は社会福祉士の資格取得を目指す学生に
対する修学資金の貸付
②離職した介護人材に対する再就職準備金の貸付

貸付人数
①21人
(H26)
②なし

①64人
②364人

健康福祉
政策課

保育士修学資金等貸付事
業

県

①保育士の資格取得を目指す学生に対する修学資金の貸付
②離職した保育士に対する再就職準備金の貸付 貸付人数 －

①105人
②108人
(H30)

こどもみら
い課

看護職員資格取得特別対
策事業

県、県
医師
会、医
療機関

ひとり親家庭等の親又は子が看護師又は准看護師の資格を
取得し、資格取得後の就業を確保をするため、資格取得希望
者と医療機関をマッチングさせ、医療機関が資格取得するた
めの学費及び修業期間の生活費を負担するにあたって、その
1/2を補助する。

資格取得希
望者への支
援件数

- ９件
医療薬務
課

(2)国公私立大学生・専門学校生等に対する経済的支援

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

県立保健大学の授業料等
の減免制度

青森県
立保健
大学

授業料の納入が経済的理由により困難であり、かつ、学業が
優秀であると認められる者について、全額若しくは一部を免除
する。（前期、後期ごとに減免判定を実施）

授業料免除
人数（全額・
半額免除）

115人
(H27)

－
健康福祉
政策課

青森県営農大学校授業料
等の減免制度

県
経済的理由等により授業料を納入することが困難と認められ
た場合、授業料の全部又は一部を免除する。

授業料免除
人数

１人
(H27)

－
構造政策
課

5　生活困窮世帯等への学習支援

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

こどもサポートゼミ開催事
業【再掲】

県

貧困の連鎖を解消するため、学習塾の費用を捻出することが
困難な生活困窮世帯及びひとり親世帯の児童等に対する学
習講習会を開催し、学習機会を確保する。

（再掲）

健康福祉
政策課・こ
どもみらい
課

ひとり親家庭等生活向上
事業費補助

市町村
ひとり親家庭の子どもに対し、学習支援等の事業を実施する
市町村に対し、事業費の一部を補助する。

実施市町村
数

－
6市町村
（H29）

こどもみら
い課

児童養護施設等入所児童
に対する学習支援

県

児童保護措置費により支払われる教育費・特別育成費の中
で、中学生の学習塾費用の実費及び、通塾した高校生等の
人数に応じた費用を支給する。

－ － －
こどもみら
い課

放課後子ども教室推進事
業【再掲】

市町村

就労による留守家庭等の子どもだけではなく、すべての子ども
を対象として、放課後や土曜日等に学習支援や多様なプログ
ラムを実施する。 （再掲）

生涯学習
課

地域で学校を支える仕組
みづくり推進事業【再掲】

県・
市町
村

学校に求められる役割が増大する中で、地域で学校を支える
仕組みづくりを推進するため、新たな学校支援活動を展開す
る市町村への支援等を行う。

（再掲）
生涯学習
課

地域の豊かな社会資源を
活用した土曜学習推進事
業【再掲】

市町村

就労による留守家庭等の子どもだけではなく、すべての子ども
を対象として、土曜日等に体系的なプログラムによる学習活動
支援を行う。

（再掲）
生涯学習
課

スクールソーシャルワー
カー配置事業【再掲】

県

問題を抱える児童生徒が置かれた環境の改善を図るため、教
育事務所・県立学校にスクールソーシャルワーカーを配置し、
学校と関係機関等とのネットワーク、学校内のチーム体制を構
築する。

（再掲）
学校教育
課

スクールカウンセラー配置
事業【再掲】

県

学校における教育相談体制の充実や教員の資質向上を図る
ため、公立小中学校等にスクールカウンセラーを配置し、いじ
めや不登校等児童生徒の問題行動等の防止・解決に向けた
支援を行う。

（再掲）
学校教育
課
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6　その他の教育支援

(1)子どもの食事・栄養状態の確保

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

生活保護（教育扶助） 県・市

保護者が負担すべき給食費の額を基準として支給する 法令に基づ
いた適正な
支給件数

1,185件
(H26)

－
健康福祉
政策課

就学援助（学校給食費）
【再掲】

県
経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し必
要な援助を行う。 （再掲）

スポーツ
健康課

就学援助【再掲】
市町
村

経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し必
要な援助を行う。 （再掲）

学校教育
課、スポー
ツ健康課

学校給食の普及・充実 県
障害者を持つ保護者の負担軽減を図る観点から、県立特別
支援学校の完全給食未実施校解消を目指す。 未実施校数

5校
(H27)

－
スポーツ
健康課

(2)多様な体験活動の機会の提供

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

児童保護措置費 県

児童福祉法第50条の規定により、県が児童福祉施設等に支
弁する入所児童の生活費及び施設の最低基準を維持する費
用を支払う。

－ － －
こどもみら
い課

ひとり親家庭等就業・生活
支援事業（地域生活支援
事業）

県

ひとり親家庭の自立に向けて、１）就業相談員による就業相
談、２）就業準備や離転職、就業に結びつく可能性の高い技
能・資格を習得するための講習会の開催、３）就業支援バンク
に登録した求職者に対するハローワーク等から得た求人情報
の提供・斡旋、４）在宅就業に向けた支援、５）地域生活等支
援の事業を実施する。

特別相談
件数

22件
(H26)

30件
こどもみら
い課

(3)子育てや修学等に関する相談体制の充実

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

母子・父子自立支援員の
配置

県・市

福祉事務所に、母子父子自立支援員を配置し、ひとり親家庭
の自立に必要な各種情報の提供、職業能力の向上、求職活
動に関する相談・支援に対応する。 年間相談件数

7,557件
(H26)

7,885件
こどもみら
い課

＜Ⅱ　生活の支援＞

1　保護者の生活支援

(1)保護者の自立支援

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

生活困窮者自立相談支援
事業

県

自立相談支援機関において、様々な問題を抱えた生活困窮
者を把握した上で、その相談に応じ、関係機関へつなぐ、ある
いは自立に至るまで対象者に寄り添いながら支援を行う。

①新規相談
受付数
②プラン作成
件数
③新規就労
支援対象者
数
④就労・増収
率（40%）

①19.4人
　
②3.6件

③1.8人

④72%
(H27)

①20人

②10件

③6人

④40%

健康福祉
政策課

生活困窮者に対する家計
相談支援

県

家計相談支援員が県内６箇所の自立相談支援機関に出向
き、多重債務や浪費癖など家計上の問題を抱えている対象者
への支援を行う。

新規支援人
数

－ 12人
健康福祉
政策課

ひとり親家庭自立支援プロ
グラム策定事業

県

児童扶養手当受給者を対象に、面接相談により、個々の意
向、意欲を考慮した支援メニューを作成し、自立を支援する。
また、必要に応じハローワークとの連携による就労支援を行
う。

プログラム
策定件数

5件
(H26)

6件
（H31）

こどもみら
い課

ひとり親家庭等相談機能
強化事業

県

ひとり親家庭が活用可能な制度等の周知を図るとともに、包括
的な支援が行えるよう、母子父子自立支援員の資質の向上、
及び市における就業支援専門員設置に向けた支援を行う。 母子父子寡

婦福祉資金
周知度

36.7%
(H26)

50.0%
こどもみら
い課
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事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

ひとり親家庭等就業・生活
支援事業(ひとり親家庭等
日常生活支援事業)

県

修学等や疾病等の事由により生活援助、保育サービスが必要
なひとり親家庭等に家庭生活支援員を派遣し、当該家庭の生
活の安定を図る。

派遣回数
5回
(H26)

53回
（H31）

こどもみら
い課

ひとり親家庭等就業・生活
支援事業（就業支援講習
会等）【再掲】

県

ひとり親家庭の自立に向けて、１）就業相談員による就業相
談、２）就業準備や離転職、就業に結びつく可能性の高い技
能・資格を習得するための講習会の開催、３）就業支援バンク
に登録した求職者に対するハローワーク等から得た求人情報
の提供・斡旋、４）在宅就業に向けた支援、５）地域生活等支
援の事業を実施する。

（再掲）
こどもみら
い課

(2)保育等の確保

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

一時預かり事業 市町村

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼
児について、認定こども園、保育所等において一時的に預か
り、必要な保護を行う。

利用延人員
468,055人
(H26)

509,527
人
(H31)

こどもみら
い課

延長保育促進事業 市町村

保育認定を受ける子どもについて、通常の利用日及び利用
時間以外の日及び時間において、認定こども園、保育所等に
おいて保育を実施する。

利用実人員
14,239人
(H26)

16,367人
(H31)

こどもみら
い課

病児保育事業 市町村
病児について、病院・保育所等に付設された専用スペースに
おいて、看護師等が一時的に保育等する。 利用延人員

9,124人
(H26)

27,230人
(H31)

こどもみら
い課

放課後児童健全育成事業 市町村
放課後や週末等に児童が安心して生活できる居場所を確保
するとともに、次代を担う児童の健全な育成を図る。 登録児童数

12,868人
(H26)

16,130人
(H31)

こどもみら
い課

満足度の高い保育環境推
進事業

県

普段通園している保育所等において、体調不良児を一時的
に預かり保育するためのスペースを確保するための改修やラ
イブカメラを設置するための経費、施設職員の研修参加ため
の代替職員雇上経費を補助する。

利用延人員
9,124人
(H26)

27,230人
(H31)

こどもみら
い課

放課後子ども教室推進事
業【再掲】

市町村

就労による留守家庭等の子どもだけではなく、すべての子ども
を対象として、放課後や土曜日等に学習支援や多様なプログ
ラムを実施する。

（再掲）
生涯学習
課

(3)保護者の健康確保

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

ひとり親家庭等医療費助
成事業

市町村

ひとり親家庭等の児童及びその父又は母の健康保持と福祉
の増進を図るため、母子家庭及び父子家庭の母又は父及び
児童（１８歳に達した年度末まで）、並びに父母のいない児童
に対して、医療費を助成する。

実施市町村
数

40市町村
（全市町
村）(H27)

40市町
村

（全市町
村）

こどもみら
い課

ひとり親家庭等就業・生活
支援事業（地域生活支援
事業）【再掲】

県

ひとり親家庭の自立に向けて、１）就業相談員による就業相
談、２）就業準備や離転職、就業に結びつく可能性の高い技
能・資格を習得するための講習会の開催、３）就業支援バンク
に登録した求職者に対するハローワーク等から得た求人情報
の提供・斡旋、４）在宅就業に向けた支援、５）地域生活等支
援の事業を実施する。

（再掲）
こどもみら
い課

乳幼児家庭全戸訪問・養
育支援訪問

市町村

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問するほか、
保護者の養育を支援することが特に必要と判断された家庭に
対して育児相談や家事援助等を行う。

事業利用人数
8,935人
(H27)

ニーズに応
じて実施
（H31）

こどもみら
い課

(4)母子生活支援施設等の活用

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

ひとり親家庭等就業・生活
支援事業（地域生活支援
事業）【再掲】

県

ひとり親家庭の自立に向けて、１）就業相談員による就業相
談、２）就業準備や離転職、就業に結びつく可能性の高い技
能・資格を習得するための講習会の開催、３）就業支援バンク
に登録した求職者に対するハローワーク等から得た求人情報
の提供・斡旋、４）在宅就業に向けた支援、５）地域生活等支
援の事業を実施する。

（再掲）
こどもみら
い課
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2　子どもの生活支援

(1)児童養護施設等の退所児童等の支援

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

児童福祉施設入所児童等
自立能力強化事業【再掲】

県

児童養護施設入所児童の社会自立が一層図られるよう、当該
入所児童が普通自動車運転免許を取得するための経費及び
大学等に進学する際に要する経費を補助し、入所児童の自
立能力の強化を図る。

（再掲）
こどもみら
い課

児童養護施設等における
18歳以降の措置延長

県

被措置児童が満18歳を超えて満20歳に達するまでの間、大
学等に進学または就職や福祉的就労をしたが生活が不安定
で継続的な養育を必要とする場合や、障害・疾病等の理由に
より進学・就職が決まらない児童等であって継続的な養育を
要するも場合等について、施設等・児童・保護者の意向を確
認するとともに、延長が必要と判断された場合において措置
延長を行う。

4月1日時点
の措置延長
児童

9名
(H27)

－
こどもみら
い課

青森県身元保証人確保対
策事業

県

施設を退所する児童等が、就職やアパート等を賃借する際
に、身元保証人又は連帯保証人を確保できない場合、県社
会福祉協議会を保険契約者、児童養護施設長等を被保険者
(身元保証人等)とした損害保険契約を締結し事故発生時の
補償を行うことで、身元保証人等を確保し、施設退所児童等
の自立を促進する。

利用者数
1件
(H26)

－
こどもみら
い課

(2)食育の推進に関する支援

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

保育所等発！子ども元気
スリムプラン

県

幼児期の肥満予防を目的に、保育所における肥満傾向のリ
サーチ及び肥満予防保育プログラム等により得られた成果等
の普及と小学校との切れ目のない支援を実施する仕組み作り
を実施する。

肥満傾向児
出現率

8.99%
(H26)

－
こどもみら
い課

地域に根ざした食育活動
推進事業

県

第３次青森県食育推進計画の目標達成のため、あおもり食育
サポーターの活用による、ライフステージや多様化する要請に
対応した食育活動、及び地域の実情に即した食育活動を展
開する。

－ － －
食の安
全・安心
推進課

(3)ひとり親家庭や生活困窮世帯の子どもの居場所づくりに関する支援

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

こどもサポートゼミ開催事
業【再掲】

県

貧困の連鎖を解消するため、学習塾の費用を捻出することが
困難な生活困窮世帯及びひとり親世帯の児童等に対する学
習講習会を開催し、学習機会を確保する。 （再掲）

健康福祉
政策課・こ
どもみら
い課

ひとり親家庭等生活向上
事業費補助【再掲】

市町村
ひとり親家庭の子どもに対し、学習支援等の事業を実施する
市町村に対し、事業費の一部を補助する。 （再掲）

こどもみら
い課

一時預かり事業【再掲】 市町村

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼
児について、認定こども園、保育所等において一時的に預か
り、必要な保護を行う。

（再掲）
こどもみら
い課

延長保育促進事業【再掲】 市町村

保育認定を受ける子どもについて、通常の利用日及び利用
時間以外の日及び時間において、認定こども園、保育所等に
おいて保育を実施する。 （再掲）

こどもみら
い課

病児保育事業【再掲】 市町村
病児について、病院・保育所等に付設された専用スペースに
おいて、看護師等が一時的に保育等する。 （再掲）

こどもみら
い課

放課後児童健全育成事業
【再掲】

市町村
放課後や週末等に児童が安心して生活できる居場所を確保
するとともに、次代を担う児童の健全な育成を図る。 （再掲）

こどもみら
い課

満足度の高い保育環境推
進事業【再掲】

県

普段通園している保育所等において、体調不良児を一時的
に預かり保育するためのスペースを確保するための改修やラ
イブカメラを設置するための経費、施設職員の研修参加ため
の代替職員雇上経費を補助する。

（再掲）
こどもみら
い課

放課後子ども教室推進事
業【再掲】

市町村

就労による留守家庭等の子どもだけではなく、すべての子ども
を対象として、放課後や土曜日等に学習支援や多様なプログ
ラムを実施する。

（再掲）
生涯学習
課
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3　子どもの就労支援

(1)ひとり親家庭の子どもや児童養護施設等の退所児童等に対する就労支援

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

ひとり親家庭等就業・生活
支援事業（就業支援講習
会等）【再掲】

県

ひとり親家庭の自立に向けて、１）就業相談員による就業相
談、２）就業準備や離転職、就業に結びつく可能性の高い技
能・資格を習得するための講習会の開催、３）就業支援バンク
に登録した求職者に対するハローワーク等から得た求人情報
の提供・斡旋、４）在宅就業に向けた支援、５）地域生活等支
援の事業を実施する。

（再掲）
こどもみら
い課

児童養護施設退所者等自
立支援資金貸付事業【再
掲】

県

児童養護施設等を退所する者の社会自立が図られるよう、就
職者及び大学等進学者に対して、家賃相当額及び生活費の
貸付を行う。

（再掲）
こどもみら
い課

児童福祉施設入所児童等
自立能力強化事業【再掲】

県

児童養護施設入所児童の社会自立が一層図られるよう、当該
入所児童が普通自動車運転免許を取得するための経費及び
大学等に進学する際に要する経費を補助し、入所児童の自
立能力の強化を図る。

（再掲）
こどもみら
い課

高等学校卒業程度認定試
験合格支援事業

県

高等学校を卒業していないひとり親家庭の親又は子が高等学
校卒業程度認定試験の合格を目指す場合、民間事業者が実
施する対策講座の受講費用を支援する。

受講者数
0件
(H27)

2件
こどもみら
い課

看護職員資格取得特別対
策事業【再掲】

県、県
医師
会、医
療機関

ひとり親家庭等の親又は子が看護師又は准看護師の資格取
得をするための学費及びその修業期間の生活費を支援する
取組に要する経費の1/2を補助する。

（再掲）
医療薬務
課

(2)親の支援のない子ども等への就労支援

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

ジョブカフェあおもり運営・
推進事業

県
若年者を対象に、関係機関と連携しながら総合的な就職支援
を行う。 － － －

労政・能
力開発課

児童福祉施設入所児童等
自立能力強化事業【再掲】

県

児童養護施設入所児童の社会自立が一層図られるよう、当該
入所児童が普通自動車運転免許を取得するための経費及び
大学等に進学する際に要する経費を補助し、入所児童の自
立能力の強化を図る。

（再掲）
こどもみら
い課

(3)定時制高校に通学する子どもの就労支援

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

ジョブカフェあおもり運営・
推進事業【再掲】

県
若年者を対象に、関係機関と連携しながら総合的な就職支援
を行う。 （再掲）

労政・能
力開発課

(4)高校中退者等への就労支援

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

ジョブカフェあおもり運営・
推進事業【再掲】

県

若年者を対象に、関係機関と連携しながら総合的な就職支援
を行う。 （再掲）

労政・能
力開発課

4　関係機関が連携した包括的な支援体制の整備

(1)関係機関の連携

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

生活困窮者自立相談支援
事業【再掲】

県

自立相談支援機関において、様々な問題を抱えた生活困窮
者を把握した上で、その相談に応じ、関係機関へつなぐ、ある
いは自立に至るまで対象者に寄り添いながら支援を行う。 （再掲）

健康福祉
政策課

子ども・若者育成支援推進
事業

県

子ども・若者育成支援推進法に基づく地域協議会である「青
森県子ども・若者支援ネットワーク協議会」の運営。 協議会の開

催数
年2回
(H27)

－
青少年・
男女共同
参画課
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事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

地域に根差した子ども・若
者支援活動拡大事業

県

ニート、ひきこもり、発達障害、不登校などの困難を有する子
ども・若者に対する支援を促進するため、民間支援団体の取
組拡大と地域ネットワークの構築を図る。
①子ども・若者民間支援団体育成研修の実施
②民間支援団体の登録及び民間支援モデルの普及
③子ども・若者民支援地区連絡会議の設置
④県民理解の促進（フォーラム、公開講座）

①民間支援
団体登録数
②地区連絡
会議の設置
数

－ －
青少年・
男女共同
参画課

若者の社会参加促進事業
（チャレンジキャンプ）

県

社会とのつながりへのきっかけを求めている若者を対象に、自
分に自信をもつことや他者とのコミュニケーション、社会性の
育成のきっかけとするため、自立支援に向けたキャンプを実施
する。

参加者の社
会とのつな
がりを持った
割合

－ 70％
生涯学習
課

5　支援する人員の確保等

(1)社会的養護施設の体制整備、児童相談所の相談機能強化

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

里親、小規模・住居型児童
養育事業の拡充と、児童養
護施設等の小規模化、地
域分散化に向けた取組

県

「青森県家庭的養護推進計画」(H26年度策定)の推進 施設：グ
ループホー
ム(GH)：里
親の定員割
合

施設79.7%
ＧＨ3.6%
里親16.7%
(H26)

施設：
GH：里親
の定員割
合を1/3ず

つ
（H41）

こどもみら
い課

要保護児童支援者研修事
業

県

市町村要保護児童対策地域協議会構成員、地域の関係者、
社会的養護施設の職員に対して虐待対応及び被措置児童
等虐待防止についての研修を実施する。

①参加市町
村
②参加施設

－

①40市町
村
②全社会
的養護施
設

こどもみら
い課

里親支援事業 県

里親制度の普及啓発、里親の資質の向上を図るための研修
や里親に対する相談・援助など、里親支援を総合的に実施す
る。

里親等委託率
22%
(H26)

23.4%
（Ｈ31）

こどもみら
い課

児童相談所における里親
委託優先の原則の徹底

県

児童相談所において、保護者による養育が望めない児童の
援助方針を検討するに当たって「里親委託優先の原則」によ
り検討することを徹底する。 里親等委託率

22%
(H26)

23.4%
（Ｈ31）

こどもみら
い課

児童相談所虐待対応強化
研修事業

県

児童相談所職員の専門性向上のために研修を実施し、研修
へ派遣する。

研修受講率
97%
(H27)

全ての虐
待対応職
員が受講

こどもみら
い課

(2)相談職員の資質向上

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

母子父子自立支援員に対
する研修

県
母子父子自立支援員等相互の情報・意見交換及び事例検討
等を通じ、相談員等の資質の向上と業務の円滑化を図る。 参加者数

36人
(H26)

40人
こどもみら
い課

生活困窮者自立相談支援
事業【再掲】

県

自立相談支援機関において、様々な問題を抱えた生活困窮
者を把握した上で、その相談に応じ、関係機関へつなぐ、ある
いは自立に至るまで対象者に寄り添いながら支援を行う。 （再掲）

健康福祉
政策課

民生委員、児童委員に対
する研修

県

民生委員・児童委員が要援護者に対して行う訪問や見守り、
相談、専門機関との連携等の活動を推進するため、必要不可
欠な知識及び技能を習得させる。

参加人数
527人
(H26)

全市町村
の民生委
員の研修
受講

健康福祉
政策課

生活困窮者自立支援制度
人材養成研修への参加

県・市

県内において、生活困窮者自立支援制度における各支援員
として従事している者について、全国社会福祉協議会が開催
する「生活困窮者自立支援制度人材養成研修」に出席させ
る。

参加人数
9人
(H27)

9人
健康福祉
政策課

特定相談事業（教育研修） 県

保健、医療、福祉、教育等の関係団体を対象に、思春期精神
保健に関する研修を実施し、関係者の資質向上と相互連携を
図る。

実施回数 年1回
(H27)

年1回 障害福祉
課
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6　その他の生活支援

(1)妊娠期からの切れ目ない支援等

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

妊産婦情報共有システム 県

安全な妊娠、出産環境を構築し、子どもの健全な育成に資す
るため、医療と保健の連携体制の充実強化を図り、妊娠初期
から産褥期まで、一貫した支援を行う。

妊婦連絡票
提出率

98.8%
(H26)

100.0%
こどもみら
い課

あおもりの未来を変える0歳
からの家庭教育応援事業

県

乳幼児期からの家庭教育支援について、調査・研究を行い、
市町村の子育て支援策や母子健康手帳への取り込みを図る
とともに、普及啓発のための番組をテレビ放映するほか、
フォーラムの開催や、祖父母世代を対象とした研修会を行う。

市町村の子
育て支援策
への反映

－ －
生涯学習
課

乳幼児家庭全戸訪問・養
育支援訪問【再掲】

市町村

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問するほか、
保護者の養育を支援することが特に必要と判断された家庭に
対して育児相談や家事援助等を行う。

（再掲）
こどもみら
い課

(2)住宅支援

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

公営住宅における優遇抽
選制度（母子・父子家庭）

県

県営住宅の入居者の一般公募において、入居申込者の数が
募集戸数を超え公開抽選を行う場合は、母子家庭及び父子
家庭（優遇世帯）の当選倍率を一般の世帯の２倍になるように
優遇する。

母子家庭及
び父子家庭
の入所世帯

数

830世帯
(H26)

－
建築住宅
課

青森県あんしん賃貸支援
事業

青森県居
住支援協
議会

子育て世帯等の入居を拒まない民間賃貸住宅の情報等を協
議会に登録し、協議会窓口等において情報提供並びに相談
に応ずる。

- － －
建築住宅
課

母子父子寡婦福祉資金貸
付【再掲】

県

母子家庭及び父子家庭の児童又は寡婦世帯の２０歳以上の
子の修学を支援するため、それらの児童等が就学する場合、
母子父子寡婦福祉資金貸付金の就学支度資金及び修学資
金を無利子で貸し付ける。

（再掲）
こどもみら
い課

住居確保給付金の支給 県

離職等により住居を失った若しくは失うおそれのある者に対
し、家賃相当額の住居確保給付金を支給することと併せて、
自立相談支援機関による就労支援を行うことにより、早期の自
立を図る。

就労自立率
（40％）

0%
(H27)

40%
健康福祉
政策課

＜Ⅲ　保護者に対する就労の支援＞
(1)親の就労支援

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

母子自立支援プログラム策
定等事業【再掲】

県

児童扶養手当受給者を対象に、面接相談により、個々の意
向、意欲を考慮した支援メニューを作成し、自立を支援する。
また、必要に応じハローワークとの連携による就労支援を行
う。

（再掲）
こどもみら
い課

ひとり親家庭等就業・生活
支援事業（就業支援講習
会、在宅就業支援等）【再
掲】

県

ひとり親家庭の自立に向けて、１）就業相談員による就業相
談、２）就業準備や離転職、就業に結びつく可能性の高い技
能・資格を習得するための講習会の開催、３）就業支援バンク
に登録した求職者に対するハローワーク等から得た求人情報
の提供・斡旋、４）在宅就業に向けた支援、５）地域生活等支
援の事業を実施する。

（再掲）
こどもみら
い課

母子家庭等自立支援給付
費補助事業

県
ひとり親家庭が自立して安定した生活を送れるよう、能力開発
や資格取得に向けた講座の受講や養成訓練施設における修
学を支援する。

給付件数
７件
(H27)

11件
（H31）

こどもみら
い課

看護職員資格取得特別対
策事業【再掲】

県、県
医師
会、医
療機関

ひとり親家庭等の親又は子が看護師又は准看護師の資格を
取得し、資格取得後の就業を確保をするため、資格取得希望
者と医療機関をマッチングさせ、医療機関が資格取得するた
めの学費及び修業期間の生活費を負担するにあたって、その
1/2を補助する。

（再掲）
医療薬務
課

ひとり親家庭高等職業訓
練促進資金貸付

県

高等職業訓練促進給付金を活用して資格取得をめざすひと
り親家庭の親に対し、入学準備金と就職準備金の貸付を行
う。

貸付人数 －

入学準備
13人

就職支度
13人

こどもみら
い課

介護福祉士修学資金等貸
付事業【再掲】

県

①介護福祉士又は社会福祉士の資格取得を目指す学生に
対する修学資金の貸付
②離職した介護人材に対する再就職準備金の貸付

（再掲）
健康福祉
政策課
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事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

保育士修学資金等貸付事
業【再掲】

県
①保育士の資格取得を目指す学生に対する修学資金の貸付
②離職した保育士に対する再就職準備金の貸付 （再掲）

こどもみら
い課

母子父子寡婦福祉資金貸
付【再掲】

県

母子家庭及び父子家庭の児童又は寡婦世帯の２０歳以上の
子の修学を支援するため、それらの児童等が就学する場合、
母子父子寡婦福祉資金貸付金の就学支度資金及び修学資
金を無利子で貸し付ける。

（再掲）
こどもみら
い課

離職者等再就職訓練事業 県

離職者等の早期再就職を支援し、雇用の安定確保を図るた
め、民間教育訓練機関等を活用した多様な職業訓練を実施
する。

訓練修了者
の就職率

72%
(H26)

－
労政・能
力開発課

離職者生活安定資金融資
制度

県

県内に居住する労働者が企業倒産等の事業主の都合により
離職することとなった場合に、生活の安定と再就職の支援を
図るため、必要な資金を低利で融資する。 融資件数

2件
(H26)

4件
労政・能
力開発課

生活困窮者自立相談支援
事業【再掲】

県

自立相談支援機関において、様々な問題を抱えた生活困窮
者を把握した上で、その相談に応じ、関係機関へつなぐ、ある
いは自立に至るまで対象者に寄り添いながら支援を行う。 （再掲）

健康福祉
政策課

生活保護（就労活動促進
費・就労自立給付金）

県・市

生活保護を受給し自ら積極的に就労活動に取り組んでいる
者に対して活動内容や頻度等を踏まえて就労活動促進費の
支給、保護受給中の就労収入の一部を積み立て、安定就労
の機会を得たことにより保護廃止に至った時に就労自立給付
金を支給する。

法令に基づ
いた適正な
支給件数

29件
(H26)

－
健康福祉
政策課

生活保護（高等学校等就
学費）

県・市

一定の要件の下、生活保護世帯の生徒が高等学校で就学す
る費用を支給する。

法令に基づ
いた適正な支
給件数

566件
(H26)

－
健康福祉
政策課

(2)親の学び直しの支援

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

高等学校卒業程度認定試
験合格支援事業【再掲】

県

高等学校を卒業していないひとり親家庭の親又は子が高等学
校卒業程度認定試験の合格を目指す場合、民間事業者が実
施する対策講座の受講費用を支援する。 （再掲）

こどもみら
い課

生活保護（高等学校等就
学費）【再掲】

県・市
一定の要件の下、生活保護世帯の児童が高等学校で就学す
る費用を支給する。 （再掲）

健康福祉
政策課

(3)就労機会の確保

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

ひとり親家庭等就業・生活
支援事業（就業支援講習
会、在宅就業支援等）【再
掲】

県

ひとり親家庭の自立に向けて、１）就業相談員による就業相
談、２）就業準備や離転職、就業に結びつく可能性の高い技
能・資格を習得するための講習会の開催、３）就業支援バンク
に登録した求職者に対するハローワーク等から得た求人情報
の提供・斡旋、４）在宅就業に向けた支援、５）地域生活等支
援の事業を実施する。

（再掲）
こどもみら
い課

母子父子福祉団体等から
の役務・物品の優先調達

県

特別措置法の規定を踏まえた、母子父子福祉団体等からの
物品及び役務の優先調達 － － －

こどもみら
い課

(4)保育等の確保

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

一時預かり事業【再掲】 市町村

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼
児について、認定こども園、保育所等において一時的に預か
り、必要な保護を行う。 （再掲）

こどもみら
い課

延長保育促進事業【再掲】 市町村

保育認定を受ける子どもについて、通常の利用日及び利用
時間以外の日及び時間において、認定こども園、保育所等に
おいて保育を実施する。

（再掲）
こどもみら
い課

病児保育事業【再掲】 市町村
病児について、病院・保育所等に付設された専用スペースに
おいて、看護師等が一時的に保育等する。 （再掲）

こどもみら
い課
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事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

放課後児童健全育成事業
【再掲】

市町村
放課後や週末等に児童が安心して生活できる居場所を確保
するとともに、次代を担う児童の健全な育成を図る。 （再掲）

こどもみら
い課

満足度の高い保育環境推
進事業【再掲】

県

普段通園している保育所や認定こども園等において、体調不
良児を一時的に預かり保育するためのスペースを確保するた
めの改修やライブカメラを設置するための経費の補助等し、病
児保育事業への移行を促進する。また、事業実施施設におい
て、病児保育事業の質を確保・向上させ、満足度の高い保育
を提供することができるよう、施設職員の研修参加ための代替
職員雇上経費を補助する。

（再掲）
こどもみら
い課

放課後子ども教室推進事
業【再掲】

市町村

就労による留守家庭等の子どもだけではなく、すべての子ども
を対象として、放課後や土曜日等に学習支援や多様なプログ
ラムを実施する。 （再掲）

生涯学習
課

＜Ⅳ　経済的支援＞
(1)児童扶養手当に関する情報提供及び給付

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

児童扶養手当 県・市

父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の
生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童の福祉
の増進を図ることを目的に児童扶養手当を支給する。 受給者数

１２,９３３
人

（H26）
－

こどもみら
い課

特別児童扶養手当 県
精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉を増進
を図ることを目的に特別児童扶養手当を支給する。 受給者総数

2,841人
（H26）

－
こどもみら
い課

(2)児童扶養手当窓口における相談等による自立支援

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

ひとり親家庭等相談機能
強化事業【再掲】

県

ひとり親家庭が活用可能な制度等の周知を図るとともに、包括
的な支援が行えるよう、母子父子自立支援員の資質の向上、
及び市における就業支援専門員設置に向けた支援を行う。 （再掲）

こどもみら
い課

(3)母子父子寡婦福祉資金に関する情報提供及び貸付

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

母子父子寡婦福祉資金貸
付【再掲】

県

母子家庭及び父子家庭の児童又は寡婦世帯の２０歳以上の
子の修学を支援するため、それらの児童等が就学する場合、
母子父子寡婦福祉資金貸付金の就学支度資金及び修学資
金を無利子で貸し付ける。

（再掲）
こどもみら
い課

(4)教育扶助

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

生活保護（教育扶助）【再
掲】

県・市
義務教育に伴って必要な学用品、教材代を支給する。

（再掲）
健康福祉
政策課

(5)生活保護世帯の子どもの進学時の支援

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

生活保護（生業扶助(高等
学校等就学費）)

県・市

義務教育を終えた生徒が高等学校に進学する際の入学料、
入学考査料等を支給する。

法令に基づ
いた適正な
支給件数

163件
(H26)

－
健康福祉
政策課

生活保護世帯の高校生の
就労収入の取扱（塾経費
等の控除）

県・市

高校生の就労収入のうち、学習塾に要する経費や大学就学
に必要な経費は収入として認定しない。 法令に基づ

いた適正な
認定件数

10件
(H26)

－
健康福祉
政策課
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(6)養育費の確保に関する支援

事　業　名
実施
主体

事　　業　　内　　容 指　　　標 現状値
目標事業
量（※）

担当課

ひとり親家庭等就業・生活
支援事業（地域生活支援
事業）【再掲】

県

ひとり親家庭の自立に向けて、１）就業相談員による就業相
談、２）就業準備や離転職、就業に結びつく可能性の高い技
能・資格を習得するための講習会の開催、３）就業支援バンク
に登録した求職者に対するハローワーク等から得た求人情報
の提供・斡旋、４）在宅就業に向けた支援、５）地域生活等支
援の事業を実施する。

（再掲）
こどもみら
い課

母子父子自立支援員に対
する研修【再掲】

県

母子父子自立支援員等相互の情報・意見交換及び事例検討
等を通じ、相談員等の資質の向上と業務の円滑化を図る。 （再掲）

こどもみら
い課

※　目標事業量については、（　　）に目標年度を記載。（　　）のないものは、平成32年度の目標事業量
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28 

○ 青森県の子どもを取り巻く現状 

 

１ 生活保護世帯における 19 歳以下の被保護者数 

  (子どもの貧困に関する指標 No.1～5 関連） 

  本県の生活保護世帯における 19 歳以下の被保護者数を見ると、平成 24 年度以降減少

しており、平成 26 年度は 1,564 人となっています。 

  19 歳以下の人口に占める被保護者数の割合は、平成 26 年度は 0.71%となり、被保護者

数同様に平成 24 年度以降減少しています。 

  全国の 19 歳以下の人口に占める被保護者数の割合は、平成 24 年度に 1.36％となって

以降 2 年連続して減少し、平成 26 年度は 1.29%となっています。 

 
 

２ 社会的養護児童数(子どもの貧困に関する指標 No.6～9 関連） 

  本県の社会的養護施設入所児童数は減少傾向で推移しており、平成 27 年 4 月 1 日現在

では、369 人となっています。そのうち、児童養護施設が 262 人で全体の 71.0%を占めて

おり、次いで里親が 59 人と全体の 16.0%となっています。 
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H21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

生活保護世帯の19歳以下の被保護者数の推移

19歳以下の被保護者数 推計人口に占める割合（青森県） 推計人口に占める割合（全国）

資料）厚生労働省「被保護者調査」、総務省「人口推計」、県統計分析課「推計人口年報」

（人）

（4月1日現在）

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

児童養護施設 335 353 342 357 335 350 349 337 311 300 312 275 262

乳児院 34 25 27 27 33 33 32 22 29 26 17 18 21

児童自立支援施設 17 19 12 16 15 13 11 14 14 12 10 7 7

情緒障害児短期治療施設 3 4 2 2 1 0 8 1 17 21 24 22 20

里親 43 44 44 46 47 43 45 55 52 53 53 60 59

自立援助ホーム - - - - - - - - - - - - -

計 432 445 427 448 431 439 445 429 423 412 416 382 369

資料）県こどもみらい課調　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　H26年までは「児童相談」、27年は措置児童名簿より

社 会 的 養 護 児 童 数
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３ スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー配置・派遣学校数 

  (子どもの貧困に関する指標 No.11～13 関連） 

  本県では、学校における生徒指導や教育相談の充実を図るため、スクールソーシャル

ワーカーの配置を拡充してきており、平成 27 年度は 17 名の配置となっています。 

  同様に、スクールカウンセラーの配置・派遣状況について見てみると、平成 17 年度以

降小学校、中学校とも上昇傾向で推移しており、平成 26 年度は小学校が 52 校、中学校

が 92 校と前年度から増加しています。 

 

 

４ 要保護・準要保護児童生徒数、就学援助率の推移 

  (子どもの貧困に関する指標 No.14～15 関連） 

  本県における要保護・準要保護児童生徒数は増加傾向で推移しており、平成 25 年度は

19,619 人となっています。就学援助率（公立学校児童生徒数に占める要保護・準要保護

児童生徒数）も上昇傾向となっており、平成 25 年度は 18.8%となっています。 

  全国の就学援助率も上昇傾向で推移していますが、平成 25 年度は 15.4%となり、前年

度に比べ 0.2 ポイント減少しています。 

  本県の就学援助率は平成 18 年度以降全国を上回っており、平成 25 年度は 3.4 ポイン

ト全国を上回りました。 
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要保護児童生徒数：各年 7 月 1 日現在で生活保護法第 6 条第 2 項に規定する要保護者として各市町

村が把握している人数 

準要保護児童生徒数：当該年度内に各市町村教育委員会が要保護者に準じる程度に困窮していると

認定した人数で、学用品費等（学用品費のほか、通学費、修学旅行費など）が支給されたもの

であり、給食費や医療費のみを支給されたものは除く。 

 

５ 奨学金等の状況(子どもの貧困に関する指標 No.16・17 関連） 

（１）青森県育英奨学会奨学金の貸与状況 

  青森県育英奨学会の奨学金の貸付状況は、高校奨学金、大学奨学金とも減少傾向とな

っています。平成 26 年度の大学奨学金貸与者数は 308 人、高校奨学金は 1,477 人で合計

1,785 人となり、前年度から 204 人の減少となっています。 
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（２）母子父子寡婦福祉資金の貸付状況 

  本県における母子父子寡婦福祉資金の修学資金の貸付状況は、総数では平成 22 年度以

降減少しており、平成 26 年度は大学が 271 人、専修学校が 58 人、高等学校が 141 人の

合計 470 人となっています。平成 22 年度から 26 年度の減少率では、高等学校が 33.6％

の減少となっており、次いで大学が 12.4%の減少となっています。 

 
６ ひとり親世帯について(子どもの貧困に関する指標 No.10、18～21 関連） 

（１）ひとり親家庭等実態調査対象世帯の推移 

  本県の平成 26 年度におけるひとり親世帯（※）数は、18,637 世帯となり、平成 21 年

度と比べて 0.6%の減少となりました。 

  世帯別では、母子世帯が 16,649 世帯で平成 21 年度に比べ 466 世帯（2.7%）の減少、

父子世帯は 1,988 世帯で平成 21 年に比べ 357 世帯（21.9%）の増加となっています。 

  （※）配偶者のいない女子または配偶者のいない男子とその扶養を受けている 20 歳未満の児童

（未婚の者に限る）からなる世帯 

 

 

 

（２）ひとり親世帯の将来推計 

  本県におけるひとり親とその子からなる世帯数(※)の将来推計を見ると、総数では平
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資料）県こどもみらい課調
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成 32 年までは増加していきますが、以後減少に転じます。しかしながら、一般世帯数に

占める割合をみると、一貫して増加していくと推計されており、本県では全国平均より

も高く、平成 47 年においては、13.5％となり全国平均を 2.1 ポイント上回っています。 

 （※）「ひとり親とその子からなる世帯」には 20 歳以上の子がいる世帯を含む。 

 

 

（３）ひとり親世帯の世帯員の状況 

  本県におけるひとり親世帯の人数は、母子世帯では「３人世帯」が 35.2%と最も多く、

次いで「２人世帯」が 33.9%となっています。 

  父子世帯では、母子世帯同様「３人世帯」が 28.8%と最も高くなっていますが、次いで

高い割合を占めたのは「４人世帯」で、24.8%となっており、５人世帯も 17.0%と母子世

帯に比べ高くなっています。 

  平均世帯人員は、母子世帯が 3.17 人、父子世帯が 3.66 人となっています。 

 

（４）ひとり親世帯の主たる生計維持の方法 

  主たる生計維持の方法は、母子世帯、父子世帯とも「本人の就労収入」が最も高く、
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母子世帯では 82.6%、父子世帯では 87.4%となっています。 

 
 

（５）ひとり親家庭の親の就業状況 

  本県の母子世帯の母、父子世帯の父の就業状況をみてみると、母子世帯では全体の

90.7%、父子世帯では 95.1%が何らかの仕事に従事しています。 

  雇用の形態別では、母子世帯の母及び父子世帯の父とも正社員が最も多くなっていま

すが、母子世帯の母では、パートも 34.0%を占めています。 

 

 

（６）ひとり親世帯の年収 

  本県の母子世帯の年収をみると、100～200 万円未満が 50.9％と最も多く、半数を超え
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ており、200 万円未満の世帯が全体の約 6 割を占めています。また、父子世帯では、200

～300 万円未満が 44.7％と最も多く、年収 300 万円未満の世帯が全体の 72.0%を占めてい

ます。 

 

 

（７）ひとり親世帯における就学前児童の保育の状況 

  本県のひとり親世帯における就学前児童の保育の状況は、母子世帯、父子世帯とも「保

育所・児童館」が最も高く、母子世帯では 75.6%、父子世帯では 62.8%となっています。

次いで高くなっているのは、母子世帯、父子世帯とも「本人の父母」で、母子世帯では

27.1%、父子世帯では 46.2%となっており、父子世帯では本人の父母が保育に当たってい

る割合が高くなっています。 
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（８）ひとり親世帯における子どもの最終進学目標 

  本県におけるひとり親世帯の親が希望する子どもの最終進学目標は、母子世帯では「大

学」が 43.7%と最も高く、次いで「高校」が 29.2%となっています。また、父子世帯では

「大学」、「高校」が同率で 37.0%となっています。 

 

 

   （参考） 

    本県の高等学校（全日制・定時制課程）の卒業者の大学等進学率は、平成 23 

年、24 年と連続して低下しましたが、平成 25 年以降は上昇を続けており、平成 

27 年は 44.0%となっています。 

 
 

 

 

（９）児童扶養手当受給者の推移 

  本県における児童扶養手当受給者の推移をみると、平成 22 年 8 月の制度改正により、
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父子世帯も手当の対象となったことから、平成 22 年度は前年度に比べて、10.8％増加し

17,472 人となりましたが、平成 23 年度の 17,664 人をピークに以降減少が続いており、

平成 26 年度は 16,591 人となっています。 

  平成 26 年度の内訳をみてみると、母子世帯が 14,471 人で全体の 87.2%、父子世帯は

1,571 人で全体の 9.5%となっています。 

 
 

【参考】貧困率の算定方法について  

  我が国の貧困率は、国民生活基礎調査のデータを基に、OECD（経済協力開発機構）の

作成基準に基づいた方法で算出される相対的貧困率を用いています。 

  ○ 相対的貧困率 

    等価可処分所得（※）の中央値の 50％以下の所得である者の割合 

        （※）世帯の可処分所得（収入から税金・社会保険料等を除いた収入）を世帯人

数の平方根で割って調整した所得  

  ○ 子どもの貧困率 

    17 歳以下の子ども全体に占める、等価可処分所得が所得中央値の 50％以下である

子どもの割合 
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※ 厚生労働省作成資料 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青森県子どもの貧困対策推進計画 
 

平成 28 年 3 月 
 
                 発行  青森県健康福祉部こどもみらい課 

                    〒 030 ｰ 8570 青森市長島 1 丁目 1 番 1 号 

                    電話 017-734-9303  FAX 017-734-8091 

 


